
「『高校生のための学びの基礎診断』の認定基準・手続等に関する規程」の改訂（案）について 資料2-1

事項 改訂（案）

４．認定基準等

４．認定基準等

（１）認定基準

①出題に関すること

•英語は「聞く」「読む」「話す」「書く」の４技能

を測定することを明らかにしていること。ただし、国

語、数学及び英語の３教科セットの測定ツールにおけ

る英語の「話す」技能については、認定の翌年度から

３年間の間に利活用されるものに限り、測定すること

に代えて、問題、解答例及び採点基準を提供すること

としても差し支えない。（※３）なお、認定の翌年度

から３年間の間に「話す」技能について測定ツールで

対応できるように努めること。

５．認定に関する手続

５．認定に関する手続

（１）申請

　認定を受けようとする民間事業者等は、認定を

受けようとする年度の文部科学省が定める期日ま

でに、様式１～５の申請書に必要事項を記載の

上、文部科学省に提出する。

（略）

６．附則

附則（令和７年６月●日）

この規則は、令和７年６月●日から施行する。

６．（新設） 〇附則について

施行日を明記する。

５．認定に関する手続

（１）申請

　認定を受けようとする民間事業者等は、認定を受け

ようとする年度の６月末日までに、様式１～５の申請

書に必要事項を記載の上、文部科学省に提出する。

（略）

４．認定基準等

（１）認定基準

①出題に関すること

•	英語は「聞く」「読む」「話す」「書く」の４技能を測定

することを明らかにしていること。ただし、国語、数学及

び英語の３教科セットの測定ツールにおける英語の「話

す」技能については、2027年度までの間に利活用されるも

のに限り、測定することに代えて問題、解答例及び採点基

準を提供することとしても差し支えない（※３）。なお、

2027年度までに「話す」技能について測定ツールで対応で

きるように努めること。

改訂前（令和６年６月20日一部改訂版）

〇民間事業者からの申請書の提出期限について

今まで規程で申請の提出期限を６月末日と定めてき

たが、公募開始時期に応じて申請書の提出期限を柔

軟に設定できるように修正するもの。今後は、具体

的な申請期限については、文部科学省のＨＰで告知

する方法等で対応する。

〇英語の４技能の「話す」の扱いについて

４技能の測定ツールについては、学校現場において測定す

る環境が整備されているとはいえず、また、測定に関する

技術開発にも時間を要している。これらを踏まえて、認定

の翌年度から３年間の間に利活用に限った弾力的な運用の

期間を設けてきたところ、当該期間の表記を具体的な年度

から汎用的な表記に変更するもの。

改訂理由


